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様式第1号(第5条関係) 

会 議 録 

会 議 の 名 称 平成２８年度 第１回美幌町行政改革推進委員会 

開 催 日 時 
平成２８年１０月１４日（金） 

１８時３０分 開会   １９時５８分 閉会 

開 催 場 所 しゃきっとプラザ 会議室１ 

出 席 者 氏 名 

委員 森委員、大津委員、梶委員、倉知委員、志布委員、白石委員、 

中川委員、 

町  土谷町長、広島総務部長、小室政策主幹、大場契約財産主幹、 

   竹下施設計画担当主査 

欠 席 者 氏 名 早川委員、久山委員、福田委員 

事務局職員職氏名 伊藤政策担当主査、長尾政策担当 

議 題 

１ 美幌町行政改革実施計画（第５次）の平成２７年度実施結果について  

２ 公共施設等総合管理計画について 

３ その他 

会議の公開又は 

非公開の別 
公開 

非 公 開 の 理 由 
(会議を非公開とした場合) 

 

傍 聴 人 の 数 

(会議を公開した場合) 
１名（報道機関） 

資 料 の 名 称 

・第５次美幌町行政改革実施計画【平成２７年度実施結果】 

・補足資料 

※公共施設等総合管理計画に関する資料 

【資料番号１】公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について 

【資料番号２】公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策

定について 

【資料番号３】公共施設最適化事業債等の創設 

【資料番号４】美幌町公共施設等総合管理計画の概要 

【資料番号５】目指す姿（目標・ビジョン） 

【資料番号６】公共施設等総合管理計画 分野別評価調書 

・質問事項シート 

会議録の作成方針 

□録音テープを使用した全部記録 

■録音テープを使用した要点記録 

□要点記録 
   

（別紙） 
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

広島総務部長（司会） 

 

 

 

 

土谷町長（挨拶） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長（司会） 

 

 

 

 

小室政策主幹 

 

 

 

 

 

 

長尾政策担当 

 

 

 

広島総務部長（司会） 

 

お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。定刻になり

ましたので、ただ今より第１回美幌町行政改革推進委員会を開催いたし

ます。 

はじめに土谷町長よりご挨拶申し上げます。 

 

どうもこんばんは。大変お疲れのところ、平成２８年度の第１回美幌

町行政改革推進委員会にご出席いただきまして、心から感謝申し上げた

いと思います。本日の案件については行政改革の第５次実施計画の平成

２７年度の実施結果についてであります。行政改革につきましては、昭

和６１年に第１次の行政改革大綱を作成いたしまして、そしてスタート

させ今日まで様々な見直しや改革を進めているところであります。 

今後の美幌町の行く末を見渡すと、尐子高齢化に加え、急激な人口減

尐を迎えるということを推測しております。人口減尐が起きると何が起

こるかと申しますと、現在町民の皆さまに行政サービスを我々は提供し

ているのですけれども、こうしたサービスが現状のまま提供することが

できるかどうかということが住民の皆様にとって非常に気掛かりな点だ

と思っています。限られた財源を色々な意味で行政改革を進めながら使

う用途をどんどん変えていかなければ現在の行政サービスを保つことは

中々難しいだろうと思っておりますので、引き続き行政改革の手綱を緩

めることなく引き続き推進に当たって参りたいと思っていますので、委

員の皆様におかれましては、今後とも様々なご意見をいただき、その中

から私共しっかりとした取り組みをして行きたいと思っておりますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

もう１点は、後ほど担当からお願いを申し上げますけれども、この度

町は公共施設等の総合管理計画を策定することといたしました。策定に

当たりまして、推進委委員の皆様からご意見をいただきたく考えており

ますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

本日は第１回目ということであります。今後とも色々お世話になりま

す。よろしくお願いをいたしまして、挨拶に代えたいと思います。本日

はありがとうございました。 

 

本日は、今年度初めての委員会でございます。町の方も４月の人事異

動で事務局は２名異動となっておりまので、自己紹介を兼ねて一言ご挨

拶をさせていただきたいと思います。 

それでは小室主幹からお願いします。 

 

皆さまどうもご苦労様です。４月１日付けで商工観光グループからま

ちづくりグループへ異動となりました、小室と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。商工観光グループでは様々な方にお世話になった

訳でございますが、今回のまちづくりグループにおかれましても、行革

推進委員会のみならず、色々な場面でお世話になるかと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

皆さまお疲れさまです。４月より政策担当に異動となりました長尾と

申します。これまでは納税担当におりました。色々と勉強させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、２名異動となっておりますけれど、引き続きよろしくお願
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（挨拶） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長（司会） 

 

 

土谷町長 

 

広島総務部長（司会） 

 

森会長（司会） 

 

 

 

長尾政策担当 

（概要説明） 

 

 

 

 

 

いいたします。 

次に、次第では森会長のご挨拶となっておりますけれど、その前に議

題の（２）公共施設総合管理計画について、町長のご挨拶の中でもあり

ましたとおり、この計画については広い意味での行政改革、施設の行政

改革であるという認識の基で、今回本委員会の皆さま方のご意見をいた

だきたいと考えております。そういった意味で今回議題とさせていただ

いたということで、ご了承願いたいと思います。詳細につきましては後

ほど担当からご説明させていただきたいと思います。今日はその説明と

して担当であります、大場契約財産主幹と、竹下施設計画担当主査の２

名が出席しておりますので、ご了承いただきたいと思います。これにつ

いて詳細を説明させていただきますけれど、町長からお話があったとお

り今役場内で検討を進めている段階でございますので、それも含めて後

ほど説明いたします。 

それでは、森会長よりご挨拶願います。よろしくお願いいたします。 

 

皆さま改めまして、おばんでございます。行革は１月以来ですので、

お久しぶりでございます。 

今回は町長からお話ありましたとおり、今日の議題は行政改革の反省

点などを説明いただくと、それに対する皆さまのご意見などを頂戴した

いなと。 

それともう１点、こちらが大事なことでございます。皆さまには資料

が届いたばかりなので質問は出ないと思いますが、先ほど町長からもお

話がありましたとおり、公共施設の総合管理計画、国からも指示が来て

おりまして、早急に計画を国に提出しなければいけないということで、

おそらく今年中にこの委員会はあと２回ないし３回開くことになるかと

存じますが、誠にお忙しいとも存じますが、町民の代表としてのご意見

をいただきたいと町からの要望でございますので、よろしくお願いした

いと存じます。 

そしていつもの恒例の様に、私の会議は９０分までと決めております。

長くても９０分で終わりますのでよろしくお願いいたします。 

 

それでは、大変申し訳ございませんが、土谷町長はこの後他の用務が

ございますので、退席させていただきます。 

 

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。（町長退席） 

 

それでは、森会長へ司会進行をお渡しします。 

 

それでは議題に従いまして、第５次行革の実施計画の結果ということ

で、説明願います。 

 

議題（１） 

美幌町行政改革実施計画（第５次）の平成２７年度実施結果について 

 

それでは、実施計画の実施結果について、ご説明させていただきます。 

まずは今回資料を差し替えさせていただきましたが、文言の修正のみ

ですので、金額には訂正がございません。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案と本日配布しました資料１をご覧ください。 

まず、議題の（１）第５次美幌町行政改革実施計画の平成２７年度の
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画ということで、全体で６７の取組項目があり、基本方針は４つ、

そして、推進項目は１６項目、その中に具体的な取組項目が６７項目あ

ります。 

ここまで、行政改革に取り組みましたが、資料につきましては事前配

布をしておりましたので、効果額のあったものや重要なものだけ説明さ

せていただきます。 

まず、目次の次にある実施計画総括表をご覧ください。歳入の平成２

７年度効果額については約50,000千円。歳出（削減額）の平成２７年度

効果額は約120,000千円となっております。 

金額の内訳としましては、次ページ以降に記載されておりますが、先

ほどお伝えしたとおり効果が出たものを別紙資料１のとおりまとめまし

たので、こちらもご覧ください。 

まず歳入では、「№１８ 新たな財源の確保（Ｐ９～１０）」というこ

とで、広報のへ広告掲載が２件あり、165千円の効果額が出ております。 

続きまして、②駐車場使用料ということで、三橋南団地の駐車場を整

備しまして、10月から使用料を徴収し、395千円の効果額が出ております。 

次は、「№１９ 寄附金制度の拡充（Ｐ１０）」ということで、何かと

話題のふるさと寄附金の取組です。美幌町の昨年度の寄附金額は、81,6

33千円となりましたが、寄附していただいた方に謝礼品として、野菜の

詰め合わせやお肉などの特産品をお贈りしてますので、寄附金額から謝

礼品代を差引きいたしました42,037千円が効果額となります。 

続きまして、「№２３ 町有財産の売却及び貸付の推進（Ｐ１２）」で

すが、こちらに関しましては、町有地売払い１件ということで、旧労働

会館敷地が売払いになりまして、効果額7,575千円となっています。 

そして歳入はこの3項目で、合計50,000千円弱の効果額となっておりま

す。 

次は、歳出の部分、削減の効果額の内訳です。 

№１１と１４、実施計画のページで、６～７ページですけども、施設

等の長寿命化計画の推進ということで、社会資本整備総合交付金を活用

したことによる町からの一般財源の持ち出しが減りましたので、大正橋

の工事で約11,000千円、下水道施設の工事で112,000千円、以上２項目で、

123,000千円弱の削減効果となりました。 

次に、資料１の２ページ目をお開きください。こちら、外部委託の推

進ということで、平成１５年度から平成２４年度までの外部委託の推進

計画に基づき、様々な業務を外部に委託してきましたが、その計画の中

で未実施や検討として残った項目を、第５次の計画に掲載されておりま

すので、この内容について、説明していきたいと思います。 

「№６２ 美英福祉寮の管理運営（Ｐ３２）」は達成となっております

が、福祉寮は平成２６年度に閉鎖されております。 

続きまして、「№６３ 労働会館・地域振興センターの管理運営業務（Ｐ

３２）」です。こちらは、関係団体と協議・検討を続けてまいりましたが、

施設が老朽化しているとのことで、管理運営業務の見直しについては終

了しました。 

続いて「№６４ 給食センター調理部門の運営業務（Ｐ３３）」につい

ては、民間委託する場合、食中毒予防の衛生管理対策を重点とした給食

提供が安全確実に担保できるかを念頭に検討を行っており、近年では、

食物アレルギーのある児童生徒が多く見られるため、今後は、衛生管理

対策と併せて、非常に複雑な対応が必要となる食物アレルギー対策を含

めた民間委託についての検討が続いております。 
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

大津委員 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

続きまして「№６５ 浄水場及び加圧ポンプ所の運転管理業務（Ｐ３

３）」につきましては、平成２６年４月より運転管理業務を町内業者の道

央環境センターに完全委託化を実施し、今後も継続していく予定です。 

以上、議題１「美幌町行政改革実施計画（第５次）の平成２７年度実

施結果について」の説明を終わります。 

 

それでは皆様、計画の結果につきまして、ご質問がありましたらお願

いいたします。 

 

１４ページ２７番の悪質滞納者がおられるとのことですが、どの位の

人数がおられるのですか。パーセンテージなど。 

それともう１つ。平成２６年１２月の会議の時に、サービス制限条例

をもう止めたと聞いたのですが、この文言を見ると、サービス制限の拡

大と氏名の公表について再度検討とありますが、具体的にどうしていく

のかお聞きしたい。 

 

サービス制限条例については、この委員会でも検討いただいて進めて

２６年度の委員会の中で、サービス制限条例の制定については再度検討

させていただきたいということで説明させていただきました。 

これは、サービス制限をかける中で色々な条例化をしてやっていると

ころがあります。ただ、条例の制定をして、条例の規程に基づいた運用

を図るのは相当な事務量がかかります。それから、色々な制限をかける

中で、関係する要綱ですとか要領をそれぞれ持っていますので、その中

で検討できないかということで、現在、収納向上対策本部会がございま

すので、その中で引き続き検討しているという段階でございます。それ

で最終的に条例制定が必要なのか、あるいは個々の要綱や要領の中で整

理できるのかということを踏まえながら今も検討させていただいており

ますけれど、条例制定がいつ頃になるかということについては、目途と

しては具体的な年限は収納向上対策委員会の中では結論が出ていないと

いう状況でございます。 

基本的に滞納者についてサービスを制限するという条例なので、その

ことが他の法令等に違反する可能性もあるという見解も一部出ておりま

す。法的な措置、対抗措置として、きちんとその条例制定に基づいて実

証することが、法的手段を取られた場合にどうなのかということも併せ

て検討させていただいています。実際この制限条例を作ってから中々運

用できないという自治体もございますので、条例の制定をして、きちん

と条例の趣旨に沿って運用されていないということになれば、行政とし

ては条例違反になるので、そこのところの精度を高めるということが１

つ課題として残っています。それから、各種給付等を含めて制限をかけ

るということで予定をしていたのですが、それは条例でなくても、それ

ぞれの交付要綱がありますので、その中で当然やっているものもありま

すので、対応できるだろうと。ただ、もっと悪質な滞納者が出て来ると

か、そういった場合については、条例の規定が必要になるかもしれませ

ん。そのことについても併せて今検討を進めているということをご理解

いただければと思います。 

 

もう１点は、悪質な滞納者がどれ位いるということですが、税務の方

がいないですが出ますか。パーセンテージ等も。 
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

広島総務部長 

 

 

森会長（司会） 

 

 

長尾政策担当 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

 

 

 

大津委員 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

中川委員 

 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料を持って来ていないので、滞納者の中で悪質なケースはどの程度

あるかということは、申し訳ないですが今はわかりません。 

 

それでは次回にパーセンテージや悪質な方はどの位いるのか等をわか

ればお願いします。 

 

ただ、どこからが悪質かという基準は特に定めていないので、パーセ

ンテージが出るかまではわかりませんが、担当には依頼します。 

 

それは税務の方にお願いしましょう。どこからが悪質なのか。私ども

が決めることではありませんので。 

氏名公表するかどうかという問題もありますので、どの位いらっしゃ

るのか、ただ新聞報道によると納税率は高いということが出ております

ので、その中で尐ない数だとは思いますが、次の会議でお願いします。 

他にいらっしゃいますか。 

 

今の関係ですが、平成２５年の時の収納率が非常に良く、９９．何％

とか。全体でも９８．２％。今変わっているかもしれませんが、けれど

１００％ではないから、何人かはいるということですね。 

 

２７年度の収納率でいけばほぼ全て現年度で最高の収納率は出ていま

す。ただ悪質な滞納者をどういう定義をするかというのは条例を設ける

上でも検討課題なのですけれど、おそらく、払える能力があっても納税

の意欲が全く無い。色々な形の滞納される方がいるのですが、分納誓約

をしたり、約束をしている人が数多くいるので、滞納している方が全て

悪質だと捉えてはいないのですけれど、滞納額がどの位あってというの

はわかりますので、それは次回の会議の中で資料としてお示しできると

思います。 

 

他にどうですか。 

 

２１ページの№４０、４１が、２５年度で達成・完了ということで、

評価されているのですが、これはどうなのでしょう。私は２６年度であ

ろうが、２７年度であろうが、現状はどうなのかということも必要だと

思って、２５年度で全て完了ということで、あとはしませんということ

では無いと思いますが、実際の現状はどうなのかというところの評価も

ないと、私は違うのではないかと思います。これで終わりというのは、

私自身わかりませんでした。 

 

これは実施計画を定めたときに、具体的にこういうことを目的にやり

ますよといったことが、当時、それぞれの項目で目標設定がされました。

その目標は達成したということで、完了になっています。ただこれは会

議運営ですとか、職員連絡体制というのは、システム自体は更新されて

いき日々進化をしていくということもありますので、これはずっと追い

続けなければいけない課題だと思います。ただ、先ほども言いましたと

おり、当初設定した取組内容については達成したということですが、そ

れが終点では無いので、もっともっと先を目指していかなくてはなりま

せんので、この会議運営や職員の連絡体制については、引き続き一歩前

に出るという形で進めております。 
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

中川委員 

 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津委員 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津委員 

 

森会長（司会） 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

今回の防災に関わって、職員間のマニュアル化や体制ができているの

で、それらも含めていくと、先ほどの説明ももちろんわかるのですけれ

ど、現状はどうなのかなと。さらに進化した形があるのではないかと。

Ａが丸Ａになるだとか、そういうこともできるのかと思いました。 

 

おそらく、相対的にこういうものも数多く実施計画の中に載ってはい

るのですけれど、行政改革というのは無駄をどう省くかということだと

思いますので、これは無駄というよりもどう進化をしていくのかという

ことなので、行政改革の項目としてマッチするのかどうかということも

整備しなくてはいけないところだと思います。無駄を省くという意味で

いけば、数字で表せる無駄というのは、当然美幌町としては取り組んで

来ています。ある程度の無駄を省く、それから数字的にどうするかとい

うものについても削減等含めて取り組みをして来た経過もございます。

今後の行政改革についても、どうグレードアップさせていくか、数字的

なものではなく、言葉として、質をどう改善していくかということが、

おそらく行政改革のメインになるのではないかと思います。それらを含

めて、量から質への行政改革を図っていくということも念頭に置いた中

での行政改革の進め方を今後はやっていく必要があるだろうと思ってい

ます。数字的にこういう削減を図ります、職員をこう減らします、どう

減らしますといったことは、美幌町として財政が厳しい時期があったも

のですから、相当取り組みを進めて来て、それを今踏襲しているという

段階にございますので、それではなく、行政サービスの質を上げるため

の行政改革をどうしていくかということに、そろそろシフト替えをして

いく時期なのだろうと考えていますので、それらを含めた全体的な調整

をするとか、再度職員を含めて行政改革のあり方について検討を図って

いく必要があるのだろうと思います。 

 

６次の計画はもう出ているのですか。 

 

それらも含めて、見え辛い項目もたくさんあり、数字として表すこと

ができないものありまして、それを評価するのはどうなのかというとこ

ろもあります。ただそうではなく、行政サービスをやる中で、サービス

の質を向上させていくという改革に取り組まなくてはいけません。行政

改革というのは負の改革だけでなく、プラスの改革をどう図っていくか

ということについても今後は考えていくと。独自の計画等含めて、それ

らを整理しながら、もう尐し項目がコンパクトになるだろうと思います

ので、そういった意味でわかりやすい実施計画と言いますか、どういっ

た形で美幌町が行政改革に主体を置いて、取り組む方向性としてどうな

のかということを含めながら検討をさせていただきたいと思います。 

 

それはいつ頃できるのですか。 

 

この計画は２７年度で終わっていて、２８年度からまた始まらなくて

はいけない。検討中がだいぶ出てきていますので、果たしてどうだろう

と思います。 

 

これらは項目的に引き続き出てきているものがあり、整備を図らなく

てはいけないと思っております。この中でいけばたくさんあるのですが、



 8 / 18 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

大津委員 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中川委員 

ただ本当に行政改革、無駄を省くという部分でいけばそぐわないと思い

ます。先ほどの会議運営や連絡体制というのは、きちんと文言としてこ

ういう体制を作っていきますというものに変えなくてはいけないと思い

ますので、それらを含めて６次の中身は、いずれにしても２８年度から

の対策になっておりますので、今年度中には実施計画も含めて早めにお

示しをしなくてはいけないと思っております。 

 

そうすると、次の議題の公共施設管理計画の方へ移るということです

か。計画を見ると橋梁だとか書いてありますので、この中に入らないで、

別の計画になるということですね。 

 

どういうすみ分けをするかはもう尐し検討しなくてはいけないと思い

ますけれど、行政改革という計画の中に載せる項目として正しいのかど

うかもう一度整備しなくてはいけないと思っております。 

町の最上位の総合計画に基づいてそれぞれ計画は作りますので、どう

いう交通整備をするかというところについては、もう尐し検討が必要だ

と思っております。 

 

他にどなたかございますか。 

 

１１ページの№２０、使用料・手数料の見直しということで、平成２

４年に実施して、４年サイクルになっていますが、本来であれば２８年、

今年なのですが、消費税に併せて来年の２９年４月に実施ということで

ありますが、消費税が３１年１０月になる可能性があるのですけれど、

そうなった場合、消費税に併せるのか併せないで来年４月に見直しを実

施するのか。それを聞きたい。 

 

使用料・手数料につきましては、コスト計算をした中で、どういう負

担を求めることが一番望ましいのか。利用者、使用者の負担をどう設定

するのかが、使用料・手数料でございますので、それについて当初、消

費税の改定時期に、当然消費税が改定されれば使用料・手数料の見直し

をかけなくてはいけないので、併せてやりましょうということで、尐し

先延ばしをさせていただいたところであります。ただ、再度消費税の引

き上げ時期が延びるということを想定していなかったものですから、た

だこれだけ延びると、使用料・手数料をこのまま据え置いて良いのかと

いうものもございますので、来年の４月からは無理だと思うのですけれ

ど、これは議会にも諮った中で、条例改正も必要なので、特別委員会を

作って審議する形となっております。次回の３１年１０月まで待てるか

どうかということについて今協議をしている最中であります。コストが

上がっていることは間違いないので、そのコスト計算に基づいてどうい

った負担をいただくのが良いのか検討をしているところであります。次

回の消費税の引き上げまで今のままいけるかどうか、財源等を含めて検

討をしているところです。来年４月から見直すということは、時期的に

も難しいと思います。３１年１０月なので、ここまで延びるとは思って

いませんでしたので、今回の見直し・先送りも予定はしていなかったも

のですから、どうしましょうかということを今盛んに協議させてもらっ

ているところです。 

 

もう１つよろしいでしょうか。先ほども尐し出ましたが、大正橋の工
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

 

 

中川委員 

 

 

 

大場契約財産主幹 

 

事で１１月から通行止めになるのですけれども、いつも利用させてもら

って言うのも何なのですが、毎年毎年尐しの修理で、もう尐しばっとで

きないのかという思いがするのです。確かに２～３週間で終わっていま

すが、もっと上手く回転できないのかなと思います。 

それと、今回の台風での災害の様子を見ていて、橋もさることながら、

せせらぎの階段が使えなくなりましたよね。土砂が陥没して、危険性が

あるために使用できなくなったのですが、橋脚はもちろん、その前後の

道路部分がしっかりできているのかなというところが、大正橋に限らず

不安に思います。行革とは関係ないのですが、その辺が実際に作業をす

る上で、どう直す手立てが一番良いのかと思ったので、質問させていた

だきました。 

 

大正橋の補修については、通行止めをして一気に直せれば良いのです

けれど、補助金等を使いながら今修繕をさせていただいております。当

初より通行止めする年数を短くする形で補助金の申請をしているのです

けれど、補助金の付き具合で事業量が変わって来るので、そういったこ

とから、毎回通行止めをかけながら橋梁の点検や橋脚の補修をかけてい

るのですけれど、おそらく、潤沢に一般財源でお金があって一気にお金

をかけて直せれば一番良いのですが、結構な金額がかかるので、それも

中々できないということで、補助採択の中で実施しているのですが、こ

れも全体の国の予算の中で当初予定していたものより、そこから４～５

割減しか付かないという形が続いていますので、それらの分に合わせて

工事を進めるということになると年数がかかっているということでご理

解いただきたい。ただ大正橋の通行止めについては、今年度はこれで最

後で、来年以降は無いかなと今進めているところです。 

あとは引き続き橋梁点検などやりますが、今度は下の方に移るので、

車の通行するところを早めに終わらして、今年度で最終通行止めをかけ

さていただいて終了という形になろうかと思います。 

前後の道路については、それぞれパトロールをしながら、あるいは道

路の修繕計画を作りながらやってはいるのですが、中々このインフラに

係る部分については、町の中の道路も農村部の道路もそうなのですが、

道路が傷んでいる箇所が相当数出てきております。災害時だけでなく、

通行上支障をきたすような道路も相当ありますので、それらを危険個所

の高いところからやってはいるのですけれど、中々これも町の単独事業

でやる分と補助事業でやる分とで分けてはいるのですが、これも追い付

いていないというのが現状であります。 

 

大正橋の交通量はもの凄く増えていますよね。なので、補修ではなく、

次の公共施設の整備事業の中に拡幅という項目を付け加えてもらいたい

と思います。みどり橋より遥かに多いです。朝夕の通勤時には一時停止

のところで曲がれない位多い。なので、拡幅も含めていただきたい。架

け替えとなると難しいでしょうから。 

 

特にパークゴルフ場への出入り口です。利用する者にしてみれば、狭

い中で行ったり来たりしなくてはならないということで、拡幅を当然考

えていかなければならないのかなと思います。 

 

おそらく拡幅だけではできないと思います。先ほど言っていた橋脚や

橋台が決まっているので、そこだけ車道を増やすというわけにはいかな
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

いと思います。歩道橋も後から掛けていますが、あれは独立しています。

今の車道を増やすというのは中々難しい部分なので、おそらくやるとし

たら架け替えかなという感じはしますね。 

 

大正橋は元道道ですけど、設計がどうなのかという問題もあるので、

事故の多い路線でございますから、設計を含めて橋の架け替えやるとき

は検討しなくてはいけないと思います。ただそれを町の事業でやると莫

大なお金がかかります。花見橋をやったときも、町道であったものを道

道に振り替えて道で事業をやっていただいたということもございますの

で、それらも含めてどう進めるか今検討しています。 

 

次に計画を立てるときにご検討いただければと思います。 

他ございますか。 

 

（なし） 

 

それでは私から１つ。ふるさと納税で、２６年から４倍に増えていま

すが、今謝礼品はどのようなものを送っているのですか。というのは、

道内の町が競っており、町内産では無いものまで送っているところもあ

り、美幌は今のところ町内産だけだと思うのですけれど、そういう検討

はするのかしないのか。 

 

返礼品で一番多いのは野菜です。アスパラは時期的なものがあるので、

量的にはそんなに多く出せないのですが、玉ねぎやいもなどが一番多い

です。返礼品の取扱いとしては、特産品等となってますけれど、どんど

ん広げていくわけにはいかないだろうなとは思っておりますが、明確な

基準も作っていない状況でありますので、その基準をどう作っていくの

かということの協議をさせていただいております。一歩間違えればネッ

ト通販になってしまうので、そうならないように、美幌に関係のあるも

のだとか、美幌の店舗で販売されていて美幌のＰＲに繋がるものという

ものでの規定をする必要があると思っています。このふるさと寄附金制

度が換金できるものを出すとか、色々な形で自治体の、それこそ元々ふ

るさと寄附金制度の趣旨と違った方向にどんどん走っているということ

がありまして、これは当然各自治体での競争が激しくなって、どう寄附

金を確保するのかということで象徴として表れてきたものが今の現象な

ものですから、このまま行けば寄附金制度の見直しがかかる可能性も出

て来るだろうと思いますので、それぞれ自治体できちんと規制をして、

一定のルールに基づいてということが今後出て来る可能性が高いので、

それらを見据えて一定の基準作りをしていかなければならないと思いま

す。 

 

特産品というのはその自治体の特産品ということですか。 

 

そうです。例えばカニであっても、どこかから持って来てふるさと寄

附金の返礼品として使うといったような自治体が数多くありますけれ

ど、寄附をする方の要望がそのように変わってきたという感じがありま

す。出す方はネット通販みたいな感覚になってきて、その寄附金の獲得

合戦となっている状況です。元々ふるさと寄附金はそのような趣旨で始

まっているわけではないので、町としては、寄附をいただいた方に、美
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

森会長（司会） 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島総務部長 

（趣旨説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幌町のＰＲができるものをどうお返しできるのか、一定の基準を作って

いきたいと思っております。 

 

例えばオホーツク特産という感じですか。 

 

それもまた難しいですが、本州の方は、地名だけ見てもどこにあるの

かわからないというものがあり、何が返礼品としてあるとかで選んでい

るところもあるので、そういう意味から行けば本来の趣旨から大きくか

け離れたものになっているのだろうと思います。 

 

そうですか。それでは、他にご意見ありませんか。 

 

（なし） 

 

それでは、次が難しい話となっております。公共施設等総合管理計画

について、今日は説明だけということなので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議題（２） 

公共施設等総合管理計画について 

 

まず、私の方から公共施設等総合管理計画の趣旨などについてご説明

をさせていただきます。 

これから説明いたします公共施設等総合管理計画につきましては、現

在役場の職員の中で策定作業を進めている段階でございます。行政が策

定する各施策の基本となる計画については、美幌町自治基本条例に基づ

き、町民の意見を聞く、あるいはパブリックコメントを実施することに

なっておりますので、本計画におきましても、同様の手続きを経た中で

策手をしたいと考えております。その１つとして今回の会議にお諮りを

していることについて、まずはご理解いただきたいと思います。 

この計画につきましては、今後本格的に人口減尐を迎える中で、今町

が所有している各種公共施設の維持管理や更新が、人口が尐なくなって

くるに伴って当然就業人口が減って税収も減ってくるという中で考えた

ときに更新あるいは現施設の維持管理は増々厳しくなってくるだろうと

考えているところでございます。そういったことも含めて、この公共施

設のあり方や規模について、目標を持ちながら適正な管理を行っていこ

うとする計画であります。 

この委員会の中で、従来の経費で高い行政サービスの維持をしていく

か、長期に渡り維持をしていくかということについてご審議をいただい

ておりますので、今回の委員の皆様にご意見を伺いたく、議題とさせて

いただいたところでございます。 

本来この委員会につきましては、諮問するという委員会でございます

が、今回の公共施設等総合管理計画につきましては、諮問という形では

なく、現在作成中のものについてご意見をいただきながら、この計画に

反映させていただきたいと思っておりますので、ご審議をいただきたい

と考えております。 

先ほど森会長からもお話ありましたが、本日につきましてはこの計画

の内容等をご説明させていただきまして、次回以降に本委員会で協議さ

せていただきたいと考えております。また、年内を目途として素案作成
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

大場契約財産主幹 

（概要説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を考えておりますので、時間が無い中で委員の皆様には大変ご迷惑をお

かけするかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと考えており

ます。 

それでは、担当より内容の詳細についてご説明させていただきたいと

思います。 

 

改めまして、公共施設等総合管理計画策定を担当します契約財産主幹

の大場です。よろしくお願いいたします。まず私からは策定の根拠や趣

旨についてご説明させていただきます。 

はじめに、資料番号１をご覧下さい。 

こちらは、平成２６年４月に出されました総務大臣からの通知文書で

す。「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」と題されて

おりまして、本文では「我が国においては、公共施設等の老朽化対策が

大きな課題となっております。地方公共団体においては、厳しい財政状

況が続く中で、今後、人口減尐等により公共施設等の利用需要が変化し

ていくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況

を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画

的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設

等の最適な配置を実現することが必要となっています。」とあり、さらに、

下から７行目には、「各地方公共団体においては、こうした国の動きと歩

調をあわせ、速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進する

ための計画、いわゆる公共施設等総合管理計画の策定に取り組まれるよ

う」と書かれております。 

この文書が、国から公共施設等総合管理計画を策定する通知文書とい

うことになります。 

続いて、資料番号２をご覧下さい。 

こちらは、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定に

ついて」と題され、策定指針が示されております。 

１枚めくりまして、下にページ番号１と書かれた文書の中段下に「第

一 総合管理計画に記載すべき事項」としまして、「一 公共施設等の現

況及び将来の見通し」として（１）老朽化の状況等、（２）人口の見通し

について、次２ページには、（３）維持管理等の経費や財源見込みがあり

まして、さらに、二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基

本的な方針として、（１）計画期間、（２）全庁的な取組体制の構築、（３）

現状や課題に関する基本認識、（４）公共施設等の管理に関する基本的な

考え方、１枚めくりまして、３ページ中段下に（５）フォローアップの

実施方針があり、その下、三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方

針まで項目があります。 

次に、「第二 総合管理計画策定にあたっての留意事項」として、４ペ

ージに７項目が記載されており、特に、三番には「議会や住民との情報

共有」として、当該団体における公共施設等の最適な配置を検討するに

あたっては、まちづくりの在り方に関わるものであることから、個別施

設の老朽化対策等を行う事業実施段階においてのみならず、総合管理計

画の策定段階においても、議会や住民への十分な情報提供等を行いつつ

策定することが望ましいものであること。」と記載されております。また、

四番には「数値目標の設定」として計画期間における縮減・平準化に関

する目標などについて、できる限り数値目標を設定することが求められ

ています。 

尐し飛ばしますが、６ページをご覧下さい。五には、財源措置につい
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹下施設計画担当主査 

（概要説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ての記載があり、策定経費が特別交付税の対象であることや、計画に基

づく公共施設の除却について地方債が認められることなどが記載されて

おります。 

このように、国からは記載すべき事項や留意事項として、計画策定の

指針がかなり細かく示されております。後ほどご説明いたしますが、当

町においてもこの指針に沿うつくりとなっております。 

続いて、資料番号３をご覧下さい。 

この資料につきましては、新たな財源措置として、「公共施設最適化事

業債」と「地域活性化事業債」として、複合化や転用による公共施設の

整備時に地方債措置が創設されております。計画に基づき実施される事

業が条件となります。 

また、この資料には記載がありませんが、インフラ等の社会資本総合

交付金、これは主に建設系の交付金なのですが、この交付金を受ける条

件として、来年度以降この計画の策定が義務化されております。 

以上これらの内容を踏まえまして、本町においても公共施設等総合管

理計画を策定することといたしました。 

通知後、今日までの経過についてですが、計画の骨子等を作成する前

に、まずは、公共施設の現状等を把握するため、固定資産台帳の整備を

行うこととし、昨年度より着手し、ほぼ完成しているところであります。 

続いて、計画の骨子についての策定を行いました。本来であれば、骨

子作成前に皆様のご意見をいただくところですが、今回の計画は、先ほ

ど部長よりご説明ありましたとおり、国からの作成指針が示されている

ことと、諮問するという部分ではございませんので、その指針に沿った

つくりとしましたので、行政側で案を作成するところまで行いました。 

続きまして、資料４、５、６につきましては、竹下主査よりご説明い

たします。 

 

改めまして、財務グループ施設計画担当主査の竹下と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

それでは、資料４・５・６のまずは資料４、Ａ３縦のカラーの資料、

こちらから順番に説明させていただきます。 

１ページ目のこちらにつきましては、この計画の概要についてです。

計画は左上にある４つの背景と、青で囲った総合管理計画という計画編

の２部で構成します。 

そこで、先ほど大正橋のお話があり、後ほど説明いたしますが、イン

フラ系、道路ですとか、橋梁、公園、上下水道などがこれに当たるので

すが、これにつきましては個別のそれぞれ計画を持っております。例え

ば橋梁ですと、平成２６年に作った長寿命化計画というものがあるので

すけれど、そういった個別計画と沿いながらこの計画のあり方を説明し

てまいります。 

１枚めくってください。ここからが、管理計画の骨子となります。 

計画書はこの骨子に沿った内容で作成することとなりますので、計画

書の素案ができましたら、皆様へお示ししたいと思うのですけれど、今

日はこの骨子について説明してまいります。 

まず、導入部分として、計画の目的と背景を記載していきます。こち

らは、美幌町の現況ということばかりではなくて、全国的な観点や一般

的な観点から記載することとします。 

続きまして、この資料の下段、矢印の下から計画本編に入ります。 

最初に、美幌町の公共施設の老朽化状況を示してまいります。ここで
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は施設ごとの老朽化状況ではなくて、分野別になります。例えば、集会

施設だとか、学校施設など分野別に老朽化状況を示すことになります。 

１枚めくりまして、一番上の（２）が人口推計を記載することとしま

す。美幌町の人口推計・目標などにつきまして、公式に発表しているも

のは、美幌町第６期総合計画による平成３８年の目標人口ですけれど、

それが１８，０００人。また、美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略

における長期人口ビジョンというもので、平成５２年、２０４０年の目

標人口が１４，５００人であります。今回の計画は後ほど出てまいりま

すが３０年間の計画ですので、長期人口ビジョンよりも尐し頭が出る形

になります。１４，５００人から推移した場合における平成５８年度の

推計目標といたしまして、１３，０００人を計画終了年度の人口という

ことで準備をしてまいります。 

続いて、（３）は、更新に係る経費等についてです。更新に必要な額と

いうのは、全ての施設をそのままの規模で現在の工事価格で再建築した

場合の数値を示していきたいと思います。また、維持管理費についての

記載や当町の財政状況などについて掲載します。 

続いて、大きい２番ですが、まずは計画期間、こちらは先ほども言い

ましたが３０年計画で１０年ごとにⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期と分けていきます。 

１０年ごとに見直しを行うこととしますが、時代の変化などにより大き

く状況が変わる場合には随時見直しができることを可能とします。 

続いて（２）役場庁内における取組体制ということで、町長以下部局

長で構成する政策会議というものが役場庁内にございます。そちらで進

捗状況管理ですとか、協議をする。また、全庁的には固定資産台帳など

のデータを情報共有して全庁的な計画推進を行ってまいります。という

ことを記載します。 

（３）は、現状と課題に対する基本認識ということで、人口減尐です

とか、財政状況に即した公共施設の配置を基本として、施設については

基本的に集約やスケールダウンをしていくことをこちらで記載します。 

続いて（４）こちらがこの計画の基本的な方針でありますが、メイン

コンセプトとして人がつながる場所と書いてまちと読むのですが、「人が

つながる場所」の実現に向けた計画であることを明記します。これにつ

きましては、一旦資料５、Ａ４横のカラーをご覧下さい。 

こちらのメインコンセプトですが、庁内で協議したものでございまし

て、この計画では、人口のスケールや年齢別構成に応じて公共施設の適

正配置をしていく訳ですが、その際、単に施設を減らしていくだけでは

なく、人が集まり公共施設としての機能を最大限に発揮できるような配

置を併せて考えていきたいと思っております。また、この計画とは別に、

美幌町の最上位計画である「第６期美幌町総合計画」のメインコンセプ

トが「ひとがつながる みらいへつながる ここにしかないまち、びほ

ろ」となっておりまして、そちらとリンクする目標でもあります。 

再びＡ３縦の資料に戻ります。（４）の続きとなりますが、この公共施

設マネジメントの基本的な考え方を３つに整理しています。 

１つは、町民ニーズ把握。これは自治基本条例の精神に基づくもので

ございまして、町の施設の新設、改良又は廃止の決定や広く町民の皆さ

まがご利用される町の施設の利用方法等の決定は、自治基本条例に基づ

きまして、引き続き町民参加によって行っていきたいと思っております。 

２つめは施設総量、全体の施設をどの位の量にしていくかです。これ

は、町民ニーズや人口推移により、適正な施設総量を定めていくことと

なります。 
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３つ目は安全性・長寿命化についてでございまして、耐震化や安全確

保等について定めます。 

この３つの考え方を基本といたしまして、その次に全体の削減目標を

定めてまいります。全体の削減目標ですが、こちらに記載されていませ

んが、次回会議では詳しくご説明できると思うのですけれど、再建築費、

立て直す場合の建築費ですとか、人口減尐率、また、財政推計などを鑑

みまして、削減目標値は３０年後に－３０％というのを目標で考えてい

きたいと思います。これの根拠につきましては、次回会議で説明させて

いただきます。ただし、インフラ施設、先ほど言いました道路、水道、

下水道、公園、橋梁などもそうですが、これらについては人口スケール

が減ったからといって直ちに水道減らすだとか、管を減らすだとか、道

路減らすだとか、そういった性格のものではありませんので、インフラ

設備につきましては、それぞれ個別計画に沿った内容で進めていくとい

うこととさせていただきたいと思います。 

そして削減目標の後に、記載のとおり、点検や診断等の実施方法など

細かい方針について並んでまいります。 

１枚めくりまして、（５）がフォローアップについてですが、基本的に

は１０年ごとの見直しとしております。イメージとしましては、１０年

後に進捗状況等取りまとめた結果、またその時の人口の動態などを勘案

しまして、向こう２０年間の計画を見直す、また２０年後には残り１０

年間の計画を見直すこととなります。 

最後に、３施設類型ごとの管理に関する基本的な方針ですが、これは、

主に資料６の方でご説明させていただきたいと思います。尐し厚めのカ

ラーの資料６をご覧下さい。 

こちらが、集会施設、社会教育施設など分野別に施設をとりまとめて、

今後の方針などを記載した調書になります。これらが先ほど説明しまし

た計画の第Ⅲ章に記載されることとなります。こちらの内容につきまし

ては次回以降ご説明しながら協議したいと思いますので、本日は書類の

見方についてご説明させていただきます。 

まず、１番に施設名称ということで、左の方から施設の名称、面積、

取得年度がまず記載されております。その次に、施設の評価をそれぞれ

しております。これは３つの観点で行っておりまして、１つ目は施設状

況評価としまして、これは単純に施設の老朽化具合を示した評価です。

Ａに近づくほど施設が新しく、Ｄに近づくほど古い施設ということです。

２つ目は施設サービス評価です。運営コストに係る、いわゆる費用にか

かる利用人数の割合で、この数値が低いほど、つまり一人あたりのコス

トが低いほどＡ、良い方向に近づきます。こちらは同一分野内、例えば

１ページでいきますと、集会施設内での比較となります。最後に３番、

施設利用効率ですが、これは、面積に占める利用人数の割合となります。

この数値が低いほどＡに近づきます。逆に言えば、この数値が高いとい

うことは、利用人数に対し施設規模が大きすぎるということを意味して

います。これら３つの指標を基に総合評価として、ＡからＤで評価をし

ています。ただこの評価結果は、施設の更新時等における一つの物差し

で、Ｄだからといって廃止する、Ａだからといって更新するといった類

のものではございません。 

１枚めくりまして、２番が今後の方針です。こちらは分野ごとに今後

どのように適正配置を行っていくかを文章で示しているものです。 

続いて真ん中の箱囲いですが、今後の方針に基づき、目標面積の算出

を行っているものです。この計画の目標面積は、先ほどご説明しました
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大場契約財産主幹 

（スケジュール説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とおり全体で３０％の削減となっております。その他特殊事情などを加

味して目標をそれぞれ分野ごとに決めております。それが、３目標面積

の合計となります。Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ記などの期別ごとの削減目標は全体

の耐用年数によって決めておりまして、どの施設をいつ統合するという

風に決めていることではありません。 

最後に、メインコンセプトである「ひとがつながる場所」にどのよう

に寄与できるかを記載しているものです。 

このように、１枚めくっていただきますと、社会教育施設ということ

で次の分野が来るのですが、このように分野別にそれぞれ施設名称、今

後の方針、さらにはメインコンセプトへの考え方で構成されているもの

でございます。 

以上で私からの説明を終わりますが、引き続き主幹から説明させてい

ただきます。 

 

以上が配布させていただきました資料のご説明ということでございま

す。なお、今後のスケジュールや進め方についてご説明させていただき

ます。 

この計画につきましては、今年度中、いわゆる来年３月までの策定が

求められておりますので逆算しますと、来年１月にはパブリックコメン

トを実施するため、年内には、この会議で計画案についてご確認頂きた

いと考えております。会議の回数でございますが、今回を含め、３から

４回程度お時間を頂きたいと思いますので、ご協力をお願いします。 

今後の進め方についてですが、次回以降の会議で、この計画について

のご意見を頂きたいと存じます。 

まずは、資料４の骨子についてでありますが、こちらについては、何

かお気づきの点等ありましたら、ご意見をお寄せ頂きたいと思います。

次回会議の最初にお伺いしたいと存じます。 

続いて、資料６でございます。 

こちらの資料が、特に委員の皆様にご意見を賜りたいところでありま

す。１ページめくっていただきまして、まず、各分野における「２ 今

後の方針」についてでありますが、今後３０年間の施設のあり方につい

て、例えば修正すべき点や抜け落ちている観点などを中心にお聞きした

いと考えて存じます。もう１つ、「４ ひとがつながる場所としての役割」

について、メインコンセプトであるつながる場所になるよう役割を記載

しておりますが、こちらについても、アイディア等を頂ければと考えて

おります。ひとつ戻って「３ 目標面積」についてですが、こちらは全

体目標を達成するための目安でありますので、「２ 今後の方針」と「４

ひとがつながる場所（まち）」のご意見を反映させてみて、それが削減目

標と整合しないときは、こちらで修正案をお示ししたいと考えてござい

ます。例えば、つながる場所にアイディアを頂き、それを採用すること

によって、面積がもう尐し必要だなということになれば目標面積を修正

する、という形で考えております。 

次回以降の会議について今一度整理させていただきますが、資料４に

つきましては、何かあればご意見を、資料６については、特に２と４に

ついて、ご意見をいただければと思います。 

最後に、お願いとなりますが、この会議では、次回以降も今回同様私

ども担当のみがご説明にまいります。議論の際、施設を所管する部署の

考えの全てを持ち合わせておりませんので、基本的に頂いたご意見は一

度持ち帰らせて頂き、次回以降の会議で、ご意見に対してご回答をさせ
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

広島総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

大場契約財産主幹 

 

 

 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹下施設計画担当主査 

 

森会長（司会） 

 

て頂きますので、ご容赦願います。 

また、特にこの資料にかかるデータなどが必要な場合も同様に持ち帰

りとなります。そのデータを基にご意見するということもあろうかと思

いますので、一度資料に目を通していただき、事前にデータ等が必要な

方におかれましては、恐れ入りますが、本日お配りしています「質問事

項シート」に記載し、会議開催日の二日前までに事務局までご提出頂け

れば当日、ご用意して配付したいと存じます。 

以上一方的な説明ではありますが、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 

今のご説明に対して質問はございますか。 

建物の数だけでも随分とありますね。これを検討と言われても中々大

変ですよね。 

 

建物の名称はたくさん載っていますが、１つ１つというよりも総量と

してその分野別に分かれているのですが、この建物をどうするのかとい

う計画では無いのです。例えばこれでいくと一番最初に、集会場ですね。

集会場がおそらく２万数千人の人口を想定しながら整備をしてきまし

が、それを、３０年後に１万３千人という人口想定のその中で何％減ら

していくかという目標値を立てるというのが今回の計画です。 

ですから、どこどこの集会室をどうする、こことここを統合するとい

った個別の内容ではありません。総量として、全体として、集会室でい

けば、３０年後には今の集会室の総面積の４５％程度減らした中で、人

口に合った集会室の整備等を考えていく必要がありますよねといったも

のが今回の計画なのです。 

 

これは難しいですね。面積を示されてもそこの人口がどれ位になるの

か。例えば古梅が将来０になるのか、そのまま現況でいくのかわからな

い。何平米と言われても大変難しい。 

 

例えばこの集会施設でいけば、だいたいこういう施設がありますと。

そして１枚めくっていただいて、２の今後の方針、４ひとがつながる場

所としての役割、この辺に対して、例えばこう記載されているけれど、

こういうのはどうなのかなといった、そういう部分でのご意見をできれ

ばこの会議でお伺いしたいと思います。 

 

追々やっていきましょう。あと３回か４回の会議になるかはわからな

いですけれど、そういうことで皆さまご協力願いたいのですが。建物が

つながるのはわかりますが、人間をつなげるというのは難しい。 

次の会議の日程は、この日程表を出していただければ良いのですね。

出せる方は出してください。 

それではこれで終わりたいと思います。なるべく次はわかりやすくお

願いいたします。字も尐し小さいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

わかりました。それでは大きく拡大したものを送付いたします。 

 

それと先入観で、Ｄの方から見てしまう。Ｄの方が悪いからと見てし

まう。 
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

 

大場契約財産主幹 

 

 

森会長（司会） 

 

 

 

先ほども言ったとおり、Ｄだからといって無くすといったものではあ

りませんので。 

 

付いているとどうしてもね。 

ということで、これで終了いたします。大変だとは思いますが、４か

ら６までの資料をもう一度見ていただいて、１月にパブリックコメント

を予定しているということで、皆さまご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


